
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 現在も、県内全域でインウルエンザが流行しています。本校でも、12月に入ってからインフルエンザ

罹患者が急増し、学級閉鎖や学年閉鎖となりました。まだまだ油断はできません。冬休み中も感染症に

十分気をつけましょう。 

◆新型コロナウイルス感染症  
･･･発症日を０日目として５日経過し、かつ、症状軽快後１日経過するまで 
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◆インフルエンザ  

･･･発症日を０日目として５日経過し、かつ、解熱後２日経過するまで 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

 

 
   

 
   

 
        

 
        

 

２０２３ 年 12 月 

名久井農業高等学校 保健室 
休み 
冬 

 早いもので、今年も残りわずかとなりました。皆さんにとって、どんな１年でしたか？ 

1年の締めくくりとして、やり残したことを済ませ、気持ちよく新年を迎える準備の時期 

です。健康面でも、『受診や治療のお知らせ』を受け取ったまま後回しになっていませんか？ 

体の不調が続いているのに、そのままにしていませんか？健康な心身で新年を迎えましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合は、他の生徒への感染を防ぐため、医師の

許可が出るまで出席停止の措置をとらせていただいております。 

療養期間が明け、再び登校する場合は、下記の『出席停止報告書』の提出が必要になります。（保護者記入） 

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 護 者 殿 

青森県立名久井農業高等学校 

 

出 席 停 止 報 告 書 

 

本校生徒の通院に際しまして、日頃より御尽力いただき誠にありがとうございます。 

 生徒が感染症にかかった場合は、学校保健法第 19条により、医師が感染の恐れがないと認める 

まで、登校できないことになっております。 

そのため、こちらの報告書は、出席停止の根拠をより明確にすることを目的としています。 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、下記についてご記入くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

学年・氏名          科   年   番 氏名               

 

病   名                               

 

診 察 日  令和   年   月    日（   ） 

 

出席停止期間  令和   年   月    日（   ）から   月    日（   ）まで 

 

 

受診医療機関名 

 

保護者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 提出先 ： 生徒 → 各ＨＲ担任 → 養護教諭（保健室)  

※ 医師ではなく、保護者の方が記入するものになります。 

※ 医師から指示された療養期間を記入してください。 

※ 受診した際の 『領収書』や『調剤明細書・お薬手帳』等、受診したことが確認できるもの 

を添えて、学校に提出してください。 

 

 

◆ 目的 ：  “出席停止の根拠をより明確にすること”   

◆ 流れ ： 再登校 → 担任から『出席停止報告書』を受け取る → 保護者記入 → 担任に提出 


